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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月22日に提出した第91期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告

書の記載事項の一部について訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために有価証券報告

書の訂正報告書を提出するものです。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は、＿を付して表示しています。 

 

第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 



 

 2 

 

（訂正前） 

基本的な考え方 

〈中略〉 

 

機関構成・組織運営等に係る事項 

経営体制については、取締役会、監査役会、内部監査を担当するＣＳＲ室を設けております。取締

役会は取締役５名で構成されており、経営における透明性、健全性および効率性を重視しております。

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役３名で構成され、うち２名が社外監査役で、１

名は常勤監査役です。常勤監査役は取締役会（月１回開催）および経営会議（月２回）に常時出席し、

さらには社内の各種委員会や重要な会議にも積極的に参加することにより、経営内容の実態を適時把

握できる体制となっています。社外のチェックという観点からは、社外監査役２名を選任しています。

また、取締役及び使用人は、著しい損失や重大なコンプライアンス違反発生の虞がある場合には、遅

滞なく監査役会へ報告することとしています。 

当社は社外監査役との間で、特別の利害関係はありません。なお、社外監査役のうち１名は三菱商

事株式会社の執行役員であり、当社は三菱商事株式会社と営業取引関係があります。 

会計監査人につきましては、新日本監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会

計監査人と監査役とは、年間予定、業務報告について年３回の定期的な打ち合わせのほか、随時情報

の交換を行うことにより連携を保っています。 

監査役は内部監査部門が作成する年度監査計画（年１回）、監査実施（年４回）、内部監査報告

（毎月）について指導・助言を行うとともに、必要に応じて内部監査担当者との意見交換、情報交換

を行うなど、内部監査部門との連携を図っています。 

また社外監査役は取締役会、監査役会への出席に加えて、経営上の重要事項については、当社の当

該事業所に出向き状況を確認する等、常勤監査役と連携して常に経営状況を監査する体制にあります。 

 

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 

〈中略〉 

 

剰余金の配当等の決定等に係る事項 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのあ

る場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めて

います。 
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（訂正後） 

基本的な考え方 

〈中略〉 

 

機関構成・組織運営等に係る事項 

経営体制については、取締役会、監査役会、内部監査を担当するＣＳＲ室を設けております。取締

役会は取締役５名で構成されており、経営における透明性、健全性および効率性を重視しております。

なお、当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、議決権

を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれ

を行う旨、定款に定めています。当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役３名で構成さ

れ、うち２名が社外監査役で、１名は常勤監査役です。常勤監査役は取締役会（月１回開催）および

経営会議（月２回）に常時出席し、さらには社内の各種委員会や重要な会議にも積極的に参加するこ

とにより、経営内容の実態を適時把握できる体制となっています。社外のチェックという観点からは、

社外監査役２名を選任しています。また、取締役及び使用人は、著しい損失や重大なコンプライアン

ス違反発生の虞がある場合には、遅滞なく監査役会へ報告することとしています。 

当社は社外監査役との間で、特別の利害関係はありません。なお、社外監査役のうち１名は三菱商

事株式会社の執行役員であり、当社は三菱商事株式会社と営業取引関係があります。 

会計監査人につきましては、新日本監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会

計監査人と監査役とは、年間予定、業務報告について年３回の定期的な打ち合わせのほか、随時情報

の交換を行うことにより連携を保っています。 

監査役は内部監査部門が作成する年度監査計画（年１回）、監査実施（年４回）、内部監査報告

（毎月）について指導・助言を行うとともに、必要に応じて内部監査担当者との意見交換、情報交換

を行うなど、内部監査部門との連携を図っています。 

また社外監査役は取締役会、監査役会への出席に加えて、経営上の重要事項については、当社の当

該事業所に出向き状況を確認する等、常勤監査役と連携して常に経営状況を監査する体制にあります。 

 

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 

〈中略〉 

 

取締役会にて決議できる株主総会決議事項 

当社は、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号

に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の

決議によって定めることとする旨を定款で定めています。 

また、期待される役割を充分発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取

締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）および監査役

（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定

款で定めています。 
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株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営のために、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定め

がある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもってこれを行う旨、定款に定めています。 


